
初度検査が平成24年3月以前の 
軽自動車には重課税がかかります！

～廃車・名義変更はお早めに～
　初度検査年月（新車時、使用する前に受ける検査）より
13年以上を経過した軽自動車については重課税率が適
用されます。令和7年度に対象になるのは、平成24年3
月以前に初度検査を受けた車両です。
　軽自動車税（種別割）は、4月1日時点で所有する人に
かかります。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、払
い戻しはありません。手続きをされる場合は、お早めに
お願いします。

令和7年度の三輪・四輪の軽自動車税率

種別
初度検査年月

平成24年
3月以前
（重課）

平成24年4月
～

平成27年3月
平成27年
4月以降

三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四
輪
以
上

乗
用

営業用 8,200円 5,500円  6,900円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円

貨
物
用

営業用 4,500円 3,000円 3,800円
自家用 6,000円 4,000円 5,000円

問合せ＝税務課 市民税係（内線281～283）

国民年金保険料の 
納め忘れはありませんか？

　国民年金保険料は日本年金機構からお送りする納付
案内書等により、毎月の保険料を翌月の末日までに納め
ていただくことになっています。
　保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎
年金の額が少なくなったり、場合によっては年金が受け
られなくなったりします。また、万一のときに障害基礎
年金や遺族基礎年金が受けられなくなることがあります。
　保険料の納付は、便利で安心な口座振替のご利用をお
勧めします。口座振替にしておくと、毎月、納めに行く
時間と手間がかからず便利で安心です。
　口座振替の中には割引のあるお得な振替方法(早割・
二年前納・一年前納・半年前納)もあります。詳細は奈良
年金事務所へお問い合わせください。
申 込＝口座振替申出書に必要事項を記入・押印(金融機

関の届出印)し、奈良年金事務所、または金融機関窓
口へ提出

※ 年金保険料の納付が困難な人は、納付が免除される制
度や猶予される制度があります。所得制限があります
ので、希望する人はご相談ください。

問合せ＝奈良年金事務所(☎0742-35-1371)
（保険年金課）

令和6年中に家屋を新築・増改築・ 
取り壊しされたみなさんへ

　家屋の固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在に
存在するものに課税されます。次のような場合は手続き
が必要となります。
◆新築・増改築をしたとき
　令和6年1月2日以降に新築・増改築された家屋は令和7
年度から固定資産税・都市計画税の課税対象になります。
課税のもととなる評価額を算出するため、家屋の構造、間
取り、資材、建築設備などを確認する家屋調査を行います。
　登記を完了された人から、順次連絡します。ご協力お
願いします。
◆取り壊したとき
　登記されている家屋は法務局で滅失登記を行ってく
ださい。未登記の家屋は税務課 固定資産税第2係にご
連絡ください。
※ 家屋を取り壊すと、土地の税額が変わる場合がありま

す。詳しくは下記へお問い合わせください。
◆未登記家屋の所有者を変更するとき
　売買や相続、譲渡などで所有者が変更になった場合は、
税務課 固定資産税第2係へ届け出が必要となります。
◆建物の登記について
　建物を新築や増築、取り壊した場合には不動産登記法
により登記をしなければならないと定められています。
登記の手続きについては、奈良地方法務局 登記部門(☎
0742-23-5230)にお問い合わせください。
問合せ＝税務課 固定資産税第2係(内線285)

ならジョブカフェセミナー（2月） 
（参加無料・要申込）

日 時＝①2月6日（木）14時～15時30分「就職活動はじめの一
歩 自己分析～興味・能力編～」②2月19日（水）14時～15時
30分「就職活動はじめの一歩 自己分析～価値観編～」

場所＝高田しごとiセンター
対 象・定員＝就職活動中の学生やおおむね35歳未満の

求職者 (40代前半までの不安定就労者を含む）、各
10人程度（先着順）

申 込・問合せ＝各セミナー前日13時まで
に、HP・電話で奈良しごとiセンターな
らジョブカフェ(☎0742-23-5730)

 （地域振興課）

公共職業訓練 受講生募集
訓 練科＝①CAD/NC技術科、 ②電気設備技術科、
　③住環境コーディネート科
訓練期間＝4月2日(水)～9月30日(火)
訓練場所＝ポリテクセンター奈良(橿原市城殿町)
対象＝訓練を受講して再就職を希望する人
定員＝①5人程度、②6人程度、③16人
費用＝受講料無料(ただし、教科書代等は自己負担)
申 込・問合せ＝2月3日(月)～28日(金)に、ポリテク

センター奈良(☎0744-22-5226)へ
 (地域振興課)

く ら し
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